
漁業調整規則・遊漁規則を守りましょう
⑤ 漁具漁法の制限及び禁止

　次に掲げる漁具又は漁法により魚を採捕しますと、幼魚から成魚まであらゆる魚が根こそ
ぎ採捕され、魚資源が減るおそれがあります。また、取扱いによっては、危険を伴いますの
で、その漁具漁法を全面禁止又は、期間禁止にしています。

③ 有害物の遺棄、漏せつの禁止
　魚は、川、湖の水質の変化に非常に敏感であり、また抵抗力が弱いため、もし有害物が河
川に流れ込むと一度に多量の魚が死亡してしまいます。
　したがって、魚資源の保護を図るため、水質の汚濁について制限又は、禁止をしています。
　魚に有害な物とは、魚を死滅させる毒物の他、魚の成長を阻害し繁殖保護に著しく害を
与えたり、魚体に悪臭をつけるようなものをいいます。

④ ブラックバス等の放流の禁止
　ブラックバス及びブルーギルの河川への再放流は鳥取県内水面漁場管理委員会告示で
禁止されています。
　ブラックバスは、食性と繁殖力が強いため、いろいろな魚の稚魚を食い荒らし、いままで
の自然の川の生態系を破壊してしまいます。
　万一、釣り上げた場合は川へ再放流しないでください。

② 体長等の制限

※「全長」とは、次の長さを
　いいます。

水産動物の種類 魚の大きさ（全長）

う な ぎ
こ い
ふ な

全長15センチメートル以下

全長30センチメートル以下
全長15センチメートル以下
全長10センチメートル以下

いわな・やまめ・にじます
か わ ま す・あ ま ご
さ く ら ま す
及 び さ つ き ま す

採捕した場合は、必ず再放流してください。

遊漁証取扱所一覧表

◆県外取扱店

◆県内取扱店
千代川漁業協同組合

680-００４５

６８０-０８１４

６８０-０９１１

６８０-００７２

６８０-０９１１

６８０-１２１３

680-1213

６８９-１２０１

６８９-１２０１

６８９-１３１３

689-1316

６８９-１４０２

６８９-１４０３

689-1402

６８０-０６１１

６８０-０７０１

６８０-０７０１

６８０-０７０１

680-0735

683-0802

住　　所 取扱店名 TEL〒地区名

鳥　取

河　原

用　瀬

佐　治

智　頭

八　東

若　桜

米　子

０８５７-２２-４６７４

０８５７-２２-２０４３

０８５７-３８-３３１１

０８５７-２９-０４５６

０８５７-２３-６９０１

０８５８-８５-５３３１

0858-85-5380

０８５８-８７-２３２１

０８５８-８７-２863

０８５８-８８-０３１１

0858-89-1816

０８５８-７５-3117

０９０-３１７９-４７２８

0858-76-1111

０８５８-８４-３０４５

０８５８-８２-２２３9

０８５８-７６-５０１３

０８５８-７６-５７６０

0858-83-0418

0859-37-6600

鳥取市大工町頭２

　〃　南町３２４

　〃　千代水３-１１９

　〃　滝山４２９-５

　〃　千代水１-１４２

鳥取市河原町高福字中新田８３７

　　〃　 　　高福837

鳥取市用瀬町用瀬４９０-１

　　〃　 　　用瀬273

鳥取市佐治町加瀬木１３００

　　〃　 　　福園146-4

八頭郡智頭町智頭２０７２-１

　　〃　 　　南方２８７

　　〃　 　　智頭2067-1

八頭郡八頭町富枝４５３-１１

八頭郡若桜町若桜８０１-５

　　〃　 　　若桜９２０-５

　　〃　 　　若桜９８３-２

　　〃　 　　落折121

米子市東福原8-26-28

フィッシングフィールドもり

フミヨ釣具店

かめや釣具 鳥取店

釣ショップ滝山

ポイント鳥取

道の駅「かわはら」
ファミリーマート道の駅かわはら店

JA鳥取いなば用瀬支店

寺﨑おとり店

JA鳥取いなば佐治支店

かみんぐさじ

智頭町役場山村再生課

荒木おとり店

智頭町観光協会

谷口旅館

若桜町役場

岸本菓子店

道の駅「桜ん坊」

ガーデンコーヒー　へいけ

かめや釣具 米子店

７０８-０８８４

７００-００５１

７０７-００２５

７０８-０８３２

703-8282

６７１-２５７5

６７１-４１３１

住　　所 取扱店名 TEL〒地区名

岡　山

兵　庫

０８６８-２３-８２１１

０８６-２５５-０００５

０８６８-７２-００７１

０８６８-２３-２１６０

086-277-1164

０７９０-６２-２３３４

０７９０-７２-００２０

津山市津山口２３８-５

岡山市北区下伊福上町１６-４

美作市栄町４１-２

津山市東新町４６

岡山市中区平井4丁目24-36

宍粟市山崎町山田１７９-２

宍粟市一宮町安積１３３３-９

中国漁具㈱

やすだ釣具店

イワモト釣具

アタック１１

つり具のわたなべ

高井釣具店

小国釣具

671-2516 090-3351-4426宍粟市山崎町三津319-1 かまた釣具おとり店

※取扱所は変更のある場合がありますので、事前に電話にてご確認ください。

６５０-００１２

６７３-０８８２

神戸市中央区北長狭通り
４丁目７-３元町フタバビル２０２

明石市相生町１丁目２-３４
佐藤ビル１０２

ユーズリバー

ループノット

０７８-３２７-０５５８

０７８-９１２-１０５６

全面禁止の漁具漁法
①  水中に電流を通じてする漁法
②  潜水器（簡易潜水器を含む。）
③  刺網（千代川水系、天神川水系又は、日野川水系の河川において採捕する場
合に限る。）

④  かにかご（千代川水系、天神川水系又は、日野川水系の河川において8月1日
から9月25日までの期間にもくずがにをとる場合に限る。）

⑤  水中において照明を利用してする漁法
⑥  びんづけ漁法
⑦  瀬干し（一定区域内の水を除去して採捕する漁法）
⑧  ふなや（岸辺その他の場所に穴を掘り、その中に入った魚を採捕する漁法）
⑨  鵜使い（鵜を利用して採捕する漁法）
⑩  鉄砲やす（人力以外の動力を利用してやすを発射させて採捕する漁法）
⑪  はねかわ（木、竹、枝葉、布その他これに類するものを取り付けた糸又は綱その
他これに類するもので魚を威嚇して採捕する漁法）

⑫  あゆなぐり（竹、木その他これに類するものの柄の先端にひっかけ針を取り付
けたものを使用して採捕する漁法）

⑬  いたちがわ（いたちの皮その他これに類するものを使用して魚を威嚇し、網漁
具を使用して採捕する漁法）

⑭  上り瀬又は下り瀬（水中に竹、木、石その他これに類するものを敷設して魚の
通路を遮断し、遮断した通路の一部に竹す、かご、網その他これに類するもの
を設置して採捕する漁法）

①  水中に電流を通じてする漁法
②  潜水器（簡易潜水器を含む。）
③  刺網（千代川水系、天神川水系又は、日野川水系の河川において採捕する場
合に限る。）

④  かにかご（千代川水系、天神川水系又は、日野川水系の河川において8月1日
から9月25日までの期間にもくずがにをとる場合に限る。）

⑤  水中において照明を利用してする漁法
⑥  びんづけ漁法
⑦  瀬干し（一定区域内の水を除去して採捕する漁法）
⑧  ふなや（岸辺その他の場所に穴を掘り、その中に入った魚を採捕する漁法）
⑨  鵜使い（鵜を利用して採捕する漁法）
⑩  鉄砲やす（人力以外の動力を利用してやすを発射させて採捕する漁法）
⑪  はねかわ（木、竹、枝葉、布その他これに類するものを取り付けた糸又は綱その
他これに類するもので魚を威嚇して採捕する漁法）

⑫  あゆなぐり（竹、木その他これに類するものの柄の先端にひっかけ針を取り付
けたものを使用して採捕する漁法）

⑬  いたちがわ（いたちの皮その他これに類するものを使用して魚を威嚇し、網漁
具を使用して採捕する漁法）

⑭  上り瀬又は下り瀬（水中に竹、木、石その他これに類するものを敷設して魚の
通路を遮断し、遮断した通路の一部に竹す、かご、網その他これに類するもの
を設置して採捕する漁法）

① 禁止期間

水産動物の種類 禁　止　期　間 備　　　考

投網全面禁止

智頭・若桜

上記以外の
地　　　区

ゾロ6/15・投網7/1解禁

さ け
さ く ら ま す
さ つ き ま す

1月1日から1 2 月 3 1日まで
6月1日から翌年2月末日まで

こ い 5月1 5 日から 6月1 4 日まで

9月26日から翌年2月末日まで

10月1日から翌年2月末日まで

2月1日から5月31日まで及び
9月26日から10月31日まで

9月26日から翌年5月31日まで
あ ゆ

いわな・やまめ・かわます・
にじます及びあまご

　魚の産卵期及び成長期の間を保護するため、鳥取県では次のように魚類等の採捕禁止期
間を定めています。

あゆ友釣専用漁業区域①～⑤

渓流魚ルアー・フライ釣（キャッチ＆リリース）専用漁業区域

区　　　　　　　域 期　　　間

3月1日から
9月30日まで

①鳥取市用瀬町江波の中国電力安蔵川発電所安蔵川取水口
から上流1,600メートルの同市同町江波の茅谷橋下流端ま
での区域

3月1日から
5月31日まで

③八頭郡若桜町大字若桜の赤松橋下流端から下流530メー
トルまでの区域

②八頭郡若桜町諸鹿の来見野川「三条の滝」から上流の区域

次の区域では渓流魚を対象とする遊漁を、ルアー・フライ・テンカラ釣り以外の漁法により
行わないようご協力をお願いします。
また、キャッチ&リリース区間に設定していますので、漁法に関係なく、釣った魚はすべて生
きたまま川に戻していただくようご協力をお願いします。

※あゆ友釣専用漁業区域 （下 地図）
次の区域ではあゆを対象とする遊漁を、さお釣り（友釣り又は毛針釣りに限る・友釣りルアー
は禁止）以外の方法により行ってはならない。

区　　　　　　　域 期　　　間

6月1日から
8月31日まで

鳥取市用瀬町川中の新川中橋下流端から2,000メートル
下流の同市同町金屋の金屋橋上流端までの区域

1

鳥取市佐治町加瀬木の入江橋下流端から1,150メートル
下流の同市同町加瀬木の加瀬木橋上流端までの区域

2

八頭郡智頭町大字毛谷の毛谷橋下流端から2,200メート
ル下流の同町大字南方の南方橋上流端までの区域

3

八頭郡八頭町日田の山崎橋上流700メートルにある山崎
頭首工から800メートル下流の同町富枝にある若桜鉄道
第３八東川橋梁上流端までの区域

4

八頭郡若桜町大字浅井の庄の瀬取水堰下流端から
1,500メートル下流の同町大字若桜の権現水路堰上流
端までの区域

5

若桜

屋堂羅

赤松

浅井
至
八
頭
町

至
八
頭
町

至
戸
倉
峠

至
戸
倉
峠

道の駅道の駅

若桜町役場若桜町役場

八
東
川中之島公園中之島公園

R29
浅井公園浅井公園

若桜駅若桜駅

5

丹比駅丹比駅 若桜鉄道若桜鉄道

八東川 R2
9
R2
9

岩
美
八
東
線

岩
美
八
東
線 野口公園野口公園

日田公園日田公園

丹比郵便局丹比郵便局
文文

4

★

★

★…おとり取扱所

★

※漁具の制限　投網の網目は2センチメートル以上とすること。（遊漁規則）

漁協HP：https://www.sendai-n.com

ブラウントラウトの採捕は、イワナやヤマメを混獲する可能性が非常に高いので、
遊漁証の所持をお願いいたします。

釣果情報をおまちしています!!（上記ＨＰより投稿できます）
組合員募集中!!(詳しくは漁協HPをご覧下さい。）

イラスト：小雑貨魚屋イラスト：小雑貨魚屋

詳しくは漁協HPに4月頃掲載します

清流パン工房

※ゾロ・投網は別
令和6年よりあゆ漁解禁は全地区6/1となりました

遊漁のマナーを
守って 釣りを
楽しみましょう

●飲食物等のゴミや釣り糸、釣り針など、ゴミの持ち帰りに
ご協力をお願いします。
●迷惑駐車、無断駐車等をしないようお願いします。
●漁場の占用や先行者の邪魔になる行為はやめましょう。

2026

前地

西谷

加瀬木
高山

福園

佐治局

佐治町加瀬木

佐治町高山

〒

2

26

千代川 篠坂

毛谷神社毛谷神社

R373

R373

杉神社

智頭急行 智頭急行

智頭町
親水公園
智頭町
親水公園

杉神社杉神社 3

因幡社駅因幡社駅

宮原 樟原集会所

金屋

R53

ダイヘン
産業機器
ダイヘン
産業機器

1

禁止区域


